
第4 今後の課題 
1 組織・運営 

（1） 理事等、地方事務所所長人事 

 法テラス本部には、現在弁護士から理事長1名、理事1名が就任している。また、全地方事務所（50ヶ所）

の所長には全て弁護士が就任し法テラスの運営の適正化に貢献してきているところであるが、法的サービス

の提供を実際に行えるのは第一に弁護士であることからすると、今後も、業務の適切な遂行の上ではこれら

の役職者を弁護士から選出していかなければならない。 

（2） 地方事務所の活用問題 

 現状の法テラスの運営においては、予算の配分、情報提供の方法、具体的業務の手法など効率性を追求す

る必要から本部を中心とした画一的な管理、運営の色彩が目立つものといえる。地域の状況を生かし、地域

の利用者の視点に立脚したきめ細かい運営を指向するためには、地方事務所が自主性や独自性を発揮し得る

余地を増やして、地方事務所を活用していくことが必要となる。 

 そのためには、地方事務所が独自の事業、企画、研修等を実施できるよう、地方事務所長に権限と予算を

付与すべきであるとともに、地方事務所の活動が活性化できるよう、職員や地方事務所長、副所長、支部長、

副支部長等の待遇改善も検討していくべきである。現状、法テラスもこうした処遇問題等についても改善に

取り組んでいるところではあるが、現場のモチベーションを削ぐことのない形での改善がなされることが望

まれる。 

 法テラスが2008（平成20）年2月に実施した認知度調査によれば、その認知度は24.3％にすぎなかったのに

対し、2009（平成21）年調査37.3％、2010（平成 22）年調査37.3％、そして2011（平成23）年調査では42.1%

と、徐々に国民生活の中に浸透しつつある。しかしながら、「名前も知っているし、業務内容もある程度知

っている」は、6.8％と低く、さらなる認知度向上が望まれる。 
 

2 情報提供業務 

（1） コールセンター（CC）の情報提供数 

 法テラスのコールセンター（以下「CC」という。）の情報提供数は、設立当初の2006（平成18）年度128,741

件（半年間）、2007（平成19）年度220,727件、2008（平成20）年度287,897件、2009年度（平成21）年度401,841

件に達し、累計数で1,000万件を超えた。ただ、2010（平成22）年度の情報提供数は東日本大震災の影響があ

ったとはいえ370,124件と減少に転じ、2011（平成23）年度は339,334件、2012（平成24）年度は327,759件、

2013（平成25）年度は313,488件、2014（平成26）年度は330,738件、2015（平成27）年度は318,520件、2016

（平成28）年度は349,599件となっている。予算が削減されたことによる広報活動の減少の影響も指摘されて

いるが、今後とも効果的な広報活動による浸透を継続して行くことが重要と考えられる。 

（2） 仙台コールセンター 

 法テラスCCは、2011（平成23）年4月から仙台市青葉区に移転し、東日本大震災の影響で完全な移行は同年

7月からとなったが、業者委託体制から直営体制に移行している。 

（3） LA制度 

 従前CC内にテレフォンアドヴァイザー（TA）として2名の弁護士を常駐させて、オペレーター（OP）では対

応困難な電話に対して5分を目安に弁護士が対応して情報提供業務を行ってきたが、CCの仙台移転に伴い、弁

護士が直接電話に出るTA制度は廃止し、オペレーターからの質問に応える形の法律アドヴァイザー（LA）制

度が導入されている。 



 LAには、常勤の弁護士と仙台弁護士会の協力を得て、同弁護士会の弁護士10名程度が非常勤で対応する体

制で行われているが、東京CCで蓄積されたノウハウ等の伝達も含めてLA制度の充実発展が望まれる。 

（4） 多言語対応 

 法テラスでは、2013（平成25）年3月から三者間通話システム等を利用した多言語対応（英語・中国語・ポ

ルトガル語・スペイン語・タガログ語）による情報提供を開始した。周知活動とともに、多くの利用が望ま

れる。 

（5） 震災関連電話相談 

 東日本大震災の発生を受けて、法テラスは、日弁連、各地弁護士会、司法書士会等との共催による震災関

連電話相談を設け、被災者に対する情報提供を行った。そして、2011（平成23）年11月1日からは被災者専用

フリーダイヤルを設けて情報提供を行っている。 

 今回のような大規模災害等が発生した場合の緊急時対応の先例として、大きな意義を有するものであった。 

（6） CCと地方事務所との連携 

 法テラスの開業当初から、CCにおける情報提供業務と地方事務所における情報提供業務の在り方、役割

分担については、必ずしも統一的な認識が得られないまま、今日まできているところがあって、この点に

関する議論を尽くしていく必要がある。当初からの制度設計として地方事務所の負担軽減としての「前捌

き」機能をCCに担わせることは必要であるとしても、地域における細かな関係機関情報を有する地方事務

所の情報をも活用した情報提供が可能となるよう、全国から電話を受けるCCと地方事務所と連携させて相

互補完関係をもつ情報提供体制を構築していく必要がある。 

（7） 弁護士会側の受け皿対応 

 弁護士会側においても、CCが紹介しやすい体制（専門相談の充実等）作りを推進するとともに、弁護士紹

介制度の充実及び法テラスとの連携強化を進めるなどして、法テラスの情報提供業務との有機的連携関係を

構築していく必要がある。 

 また、CCのデータベース刷新に伴い、新しいデータベースにおいて適正に検索可能な状態とするために、

弁護士会での受け皿情報の刷新を行っていくことも検討されている。 
 

3 民事法律扶助業務 

（1） 民事法律扶助対応のさらなる充実 

 2012（平成24）年度の民事法律扶助法律相談援助実施件数は314,535件（前年度比12％増。震災法律援助

42,981件を含む）、2013（平成25）年度は322,012件（前年度比2％増。震災法律援助48,418件を含む）、2014

（平成26）年度は333,911件（前年度比4％増。震災法律援助51,542件を含む）、2015（平成27）年度は341,177

件（前年度比2％増。震災法律援助54,575件を含む）、2016（平成28）年度は、351,215件（前年度比3％。震

災法律援助52,995件を含む）である。2011（平成23）年度は280,194件、2010（平成22）年度は256,719件で

あった。 

 2012（平成24）年度の民事法律扶助代理援助開始決定件数は113,159件（前年度比約3％増。なお震災法律

援助2,699件を含む）、2013（平成25）年度は111,376件（前年度比2％減。震災法律援助2,267件を含む）、

2014（平成26）年度は108,998件（前年度比2％減。震災法律援助1,802件を含む）、2015（平成27）年度は113,477

件（前年度比4％増。震災法律援助2,126件を含む）、2016（平成28）年度は112,931件（前年度比1％減。震

災法律援助471件を含む）である。なお、2011（平成23）年度は103,751件、2010（平成22）年度は110,217

件である。 

 これまで民事法律扶助予算の大幅増額をめざし、実現してきたところであるが、一方、ここ数年、多重債

務事件の減少等もあって、民事法律扶助の代理援助件数は横ばい傾向となっている。家事事件・労働事件数



の増加の中で民事法律扶助が十分利用されているのかの検討を含め、一層の利用促進を図っていく必要があ

る。 

 また全国的には、申込みから相談まで1～2週間待たされたりする地方事務所があるなど、民事法律扶助の

相談体制が未だ十分に整備されているとはいえない地域も存在することから、その体制整備を進めていくこ

とも必要である。 

（2） 民事法律扶助制度のさらなる改革の必要 

 2002（平成14）年の司法制度改革推進計画において、民事扶助制度については、「対象事件・対象者の範

囲、利用者負担の在り方、運営主体の在り方等につき更に総合的・体系的な検討を加えた上で、一層充実す

ることとし、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる」ものとされていたにもかかわらず、対象事件・対

象者の範囲、利用者負担の在り方の拡充がなされないまま、今日に至っている。 

 諸外国に例を見ない立替・償還制から給付制への見直しを始め、資力基準の緩和、対象事件範囲の拡大、

さらには、民事法律扶助予算自体の増額等、事後規制社会化を迎えた社会的インフラとしての民事法律扶助

制度の拡充の必要性は極めて高いものであり、「総合的・体系的」な検討を加える議論とともに、立法改正

を視野に入れた運動展開が必要となる。 

 また、前述したように、「東日本大震災の被災者に対する援助のための法テラスの業務の特例に関する法

律」（東日本大震災被災者援助特例法）が2012（平成24）年4月から施行され、被災者に対しては資力を問わ

ず、また行政不服手続、ADR手続を含めた震災法律援助が行われている。 

 日弁連は法務省・法テラスとも協議を重ね、生活保護受給者に対する償還免除など、ここ数年大幅な運用

改善を実現してきているところではある。 

 しかしながら、運用改善のみでは改革に限界があることも事実であって、今後はさらに、利用者にとって

もその担い手にとっても使いやすい民事法律扶助の実現に向けた、「総合的・体系的」な取り組みの努力を

行っていくことが必要である。 

（3） 東日本大震災法律援助 

 東日本大震災被災者特例法の制定により、東日本大震災及び原子力発電所事故の被災者に対して、震災法

律援助が行われている。これは、東日本大震災に際し、災害救助法が適用された区域に2012（平成24）年3

月11日に居住していた方等を対象として、資力を問うことなく無料で法律相談を行い、震災に起因する案件

については弁護士・司法書士の費用の立替えを行うものである。 

 民事法律援助の代理援助は裁判手続に限定されているが、震災法律援助においては、原子力損害賠償紛争

センターのADR申立てや行政不服手続の代理にも利用が可能である。 

 被災者支援のためにも積極的な活用が望まれる。 

 なお、2016（平成28）年4月14日以降発生した熊本地震に関しては、東日本大震災被災者特例法が適用され

る等という対応は取られておらず、同年7月1日以降は改正総合法律支援法に基づく無料相談等が行われてい

る。 

（4） 初回相談の無料化（初期相談） 

 2010（平成22）年10月、法テラス内の検討PTから法テラス理事長宛に「『初期相談』制度を創設すべき」

との「提言」がなされた。法テラスの初回法律相談の資力要件を基本的に撤廃しようというものである。 

 法テラスがこのような問題提起を行った背景には、法テラスが2008（平成20）年秋に実施したニーズ調査

（「法律扶助のニーズ及び法テラス利用状況に関する調査」）の結果によれば、法律扶助要件相談該当者の

法律相談ニーズは年間58万件～83万件と推定され、さらに、一般の法律相談228万件～272万件と推計される

ところ、現在の扶助相談実績は、年間約24万件程度にすぎず、一般の法律相談もこれに対応できずにニーズ

が潜在化している状況にあることがある。 



 しかしながら、この構想の提示が唐突であったことと、その具体的な内容が必ずしも明らかでなかったた

めに、弁護士会内において、さまざまな意見が出されることとなった。 

 その後、東日本大震災が起こるなどしたためその検討は停止している状況にある。しかし、国民の法的ニ

ーズに対して、国費を投入して、これに答えようという発想自体は、否定されるべきものではなくまた、制

度設計いかんでは弁護士業務への新たな呼び水として活用出来る可能性もあり、検討には前向きに取り組む

べきものである。 

 ただし、法律相談センターの運営、弁護士の事件導入や法律相談の本質の問題にも関わるものであるから、

こうしたことに支障を与えないように、慎重に議論をはかる必要があるとともに、財政支出を伴う、法律改

正マターとなるものであるから、仮に推進することとなったとしても、財政投入規模の議論のなかで、制度

が歪曲化されないよう注意をする必要もあると思われる。 

 特に総合法律支援法が改正され、その中で高齢者・障害者、DV等被害者の法律相談において、資力を問わ

ない法律相談実施が予定されている。ここでは、資力がある場合には相談料を負担してもらうことになって

いるが、これに限らず、資力を不問とする法律相談が実施されれば、市民の法的アクセスにとっては有用で

ある。特に、高齢者・障害者等司法アクセスに障害のある者に関しては、資力はあっても法律相談場所まで

赴くことができず法的サービスが受けられないということがあり、福祉機関の者の協力を得てまずは法律相

談が実施されるようにするという制度設計自体は重要であると考えられる。ただ、改正総合法律支援法では、

資力がある場合、高齢者・障がい者に費用負担を求める方針となっているが、もともと高齢者・障がい者と

いう被援助対象者は自ら積極的に法律相談を受けようとしていない場合が多く、そのような被援助対象者が

出張した弁護士への法律相談を受けながら、相談料を支払わないといった場合にいかに被援助対象者に費用

負担を求めるか等、実務上の問題点が残っており、今後の運用により制度の改正も考えられる。 

 

4 国選弁護関連業務 

（1） 国選弁護報酬増額問題 

 日弁連の調査によれば、全国の弁護士の平均的な費用補償ライン（弁護士が弁護士業務を遂行する〔事務

所維持経費を含む〕のに必要な時間単価。報酬の時間単価がこれ以下だと、費用が弁護士の持ち出しになる

ということである）は1時間8,313円とされているところ、国選弁護報酬の時間単価は、5,000円程度（国選付

添人報酬の時間単価は4,000円程度）であって、費用補償ラインに遠く及ばない。 

 したがって、日弁連は、基礎報酬の増額を目標にして、さらなる取り組みを続けていかなければならない。 
 さらに、報酬算定基準が不合理であると会員からの不満が多い項目について、喫緊の改善が図られることが必要である。

とりわけ、示談加算の算定方法が不合理であること、私的鑑定費用が支払われないこと、被疑者国選から被告人国選を継

続受任した場合の減算があること、実質的一部無罪や公訴棄却に対する加算報酬がないこと、特別案件加算がないことな

ど、会員からの不満は多岐にわたるので、それらの改訂が急がれる。 

（2） 国選弁護報酬算定センター 

 国選報酬の複雑化に伴い、各地方事務所での算定の困難さやミスの発生等が指摘されていた。そのため、

法テラスでは、算定に関する知識豊富な職員による効率的でミスのない算定を行うため、国選弁護報酬算定

センターを設置した。 

 算定センターに対しては弁護士会から刑事弁護への影響を懸念する声も出されていたが、刑事弁護に影響

がない形での運営がされているか常に見守り、よりよい国選報酬の算定のために協力をすべきである。 
 

5 司法過疎対策業務 

（1） スタッフ弁護士の確保と配置 



 スタッフ弁護士は、2017（平成29）年10月1日現在、220名（うち養成中21名）である。しかし、弁護士会

の中にはスタッフ配置不要の意見も根強くあり、また配置廃止の意見も聞かれるようになってきている。ス

タッフ弁護士の役割を検討、確認を行い、住民に対する法的サービスの確保の観点から、今後も必要な配置

を行う必要がある。 

 また、スタッフ弁護士の質を確保する為の選抜、研修等の体制については、現在日弁連が実施している選

考、推薦の体制や毎月年間を通して行う集合研修など今後も充実させてゆく必要があり、法テラス側にも研

修費支出など一定の負担を求めてゆくことも検討されなければならない。 

（2） スタッフ弁護士の処遇 

 スタッフ弁護士の給与、事務職員、備品購入、弁護士会費負担等については、スタッフ弁護士の初配属後

徐々に改善されてきているところではあるが、多くの点でさらなる改善が求められているところであって、

現場で奮闘しているスタッフ弁護士の意見を汲み上げ、きめ細かな対応を求めていく必要がある。 

（3） スタッフ弁護士の役割 

 スタッフ弁護士の配置場所は、これまで①2009（平成21）年体制に備えて、刑事弁護態勢を整備する必要

のある地域（地方事務所の本庁、支部、扶助国選対応地域）と、②過疎対策の必要のある実働弁護士ゼロ・

ワン地域（いわゆる7号地域）であり、その役割が司法過疎地域におけるアクセス障害の解消であって、その

基本的役割の重要性には変わりはない。 

 一方、日弁連のひまわり公設事務所の設置等の司法過疎対策と相まって、今後の司法過疎対策のグランド

デザインの議論を深めるとともに、スタッフ弁護士の役割に対する基本的な位置づけを行っていく必要があ

る。 

 この観点から、日弁連と法テラスの共同で、2009（平成21）年から、スタッフ弁護士の役割検討会を設け、

2010（平成22）年3月に、スタッフ弁護士の役割等に関する検討会意見書において、「スタッフ弁護士が、関

係機関と連携しながら法的セーフティネットを構築し、それを活用した紛争の総合的解決を図っていくこと

を、その積極的役割として位置づけるべきである。」との結論が明らかにされている。ただし、役割を位置

づけることが、直ちに法律で規定することにつながるわけではない。総合法律支援法改正の議論の中で、ス

タッフ弁護士の位置づけを法律で規定することが提案されているが、法テラスが国の機関ではなく準用法人

であること、スタッフ弁護士が刑事弁護等で国（検察）と対峙する立場にあること等から、むしろ国の支配

を受けることにつながり、その本来の職務に支障が出るおそれがある点には十分留意が必要である。 

 司法過疎対策としての役割とともに、必ずしも収支にとらわれないことや、関係機関との連携も取りやす

いというスタッフ弁護士としての特性を活かして、これまで法的救済の光が届き辛かった案件に対する対応

やネットワーク構築といった司法ソーシャルワーク（SW）のための活動を積極的に位置づけて、スタッフ弁

護士の存在意義を高めて行くことも推進していく必要がある。 

 法テラスでは、関係機関との連携を中心とした活動を行うパイロット事務所を東京に設置して検証を行う

こととなっている。 

 また、スタッフ弁護士が総合法律支援のセーフティネットとしての役割を期待されており、総合法律支援

法改正論議の1つのポイントとなっている。もちろん、これ自体は否定するものではないが、スタッフ弁護士

のみならず、ジュディケア弁護士含め、全弁護士がセーフティネットとしての役割を分担する必要があり、

この視点に欠けることは、ジュディケア弁護士の反発を招き、かえって総体としてのセーフティネットとし

ての役割低下につながりかねない。 

 スタッフ弁護士は、誕生当初は、ジュディケア弁護士のみならず弁護士全体の数的補完をする役割があっ

た。ここでは、被疑者国選弁護、民事法律扶助、困難事件等の担い手としての役割等があった。これが、現

在では、多様な機能的補完（質的補完ではない）として、公的な立場、組織性を生かした対応、収入に結び



つかない事件対応、司法SWの担い手としての役割を有している。このようなスタッフ弁護士の役割を十分認

識した上で、相互協力の上で、全弁護士が市民のセーフティネットとしての役割を果たしていくのが理想で

ある都考えられる。 
 

6 犯罪被害者支援業務 

（1） コールセンターと地方事務所の連携 

 関係機関の地域的特性の強い犯罪被害者支援業務においては、地方事務所における関係機関とのネットワ

ークを構築し、コールセンターで受けた案件を、地方事務所に回して、きめ細かい関係機関紹介を行う試み

を行っている。こうした試みを全国的に展開し、さらに充実させていくことが求められている。 

（2） 精通弁護士の紹介体制の充実 

 業務開始当初、とりあえず整えた精通弁護士の紹介体制も、ようやく人的に対応可能な状況となりつつあ

るが、今後は、犯罪被害の種別（例えば、DV、ストーカー、児童虐待等）に応じた専門弁護士を紹介できる

体制を構築していくことが必要である。 

（3） 被害者参加国選制度への対応 

 2008（平成20）年12月から、犯罪被害者の参加制度が実施され、同時に資力に乏しい（150万円以下）犯罪

被害者参加人については、国の費用で、国選参加弁護士が付される制度が実施されている。 

 また、国選被害者参加制度は、犯罪被害者に対する弁護士の支援行為のうちの公判への出席、検察官権限

への意見、情状証人質問、被告人質問、事実法律適用意見の5項目の法廷行為に限定された制度であるが、そ

の前段階での国費による法的支援体制は整備されていない。 

 日弁連は、国費による犯罪被害者に対する法律相談を行うことを提言しているが、その実現に向けて積極

的な運動を展開すべきである。 

（4） DV・ストーカー等被害者保護の拡充 

 被害者保護のための拡充、さらに、DV・ストーカー等の被害者に関しては、民事法律扶助では民事の代理

人活動に対する報酬の立替にしか利用できず、被害救済において不十分さが指摘されていた。 

 このような中で、改正総合法律支援法では、資力を問わない法律相談を受けられる制度が設けられたが、

今後も法律相談だけでなく代理援助についても資力を問わないとすることができるか、また、いわゆるリベ

ンジポルノのような事案についても支援できるか、等について積極的に検討すべきである。 
 

7 法律援助事業 

（1） 法律援助事業と法テラスへの委託 

 法律援助事業は、日弁連が行っている被疑者弁護援助、少年事件付添援助その他の人権77事業（犯罪被害

者支援、外国人に対する人権救済、難民認定申請の援助、虐待された子ども等の法的援助、生活保護申請の

同行支援、精神障害者・心神喪失者等への援助）である。 

 財源は、会員からの特別会費（刑事・少年関係月額4,200円、その他人権救済関係月額1,300円）及び贖罪

寄付である。日弁連は、2007（平成19）年10月から総合法律支援法第30条2項に基づき、法テラスにその業務

を委託している。 

（2） 本来事業化への取組みと財源の確保 

 法律援助事業はいずれも人権救済の観点から公益性の高いものであり、本来公費を投入して法テラスの本

来事業とすべきものである。 

 被疑者国選弁護制度の対象範囲の拡大、全面的国選付添人制度の実現が急務である。国選付添人制度の拡

充については、法制審が2013（平成25）年3月に、対象事件拡大を含む少年法改正案の答申をし、2014（平成



26）年4月に、国選付添人制度の対象事件が長期3年を超える懲役・禁錮の罪の事件まで拡大する改正法が成

立した。 

 さらにその他の人権事業についても、本来事業化へ向けたロードマップを基に着実に取組を行う必要があ

る。これらの事業については、援助活動の実績が少ない地域も多く、まずは全国での援助活動を充実させて

の実績作りが不可欠と考えられる。 

 そのためにも少なくとも年間5～8億円もしくはそれ以上の事業費及び事務費が必要と考えられる。 

 しかし、贖罪寄付は、単位会が受け入れた寄付の半額がこれら人権救済事業の財源として充てられている

が、発足当時は年間寄付額4億円（法律援助事業の財源分2億円）を期待していたが、ここ数年は1億5,000万

円（法律援助事業の財源分7,500万円）にとどまっている。 

 その他人権7事業については、特別会費1,300円により財源確保を行っている。 

 少年・刑事関係の特別会費及びその他人権7事業に関する特別会費の徴収期間は2014（平成26）年5月まで

の時限となっていた。しかし、事業存続の必要があることから、2013（平成25）年12月6日の日弁連臨時総会

にて、徴収期限の延長（特別会費値下げも含む）が決まった。 

（3） 援助事業の本来事業化 

 さらに、国民の法的アクセスを充実させるためには、これまで民事法律扶助の対象外であったり、対象と

なるかが不明確であったりしたものについて、積極的に扶助が利用できるように改めるべきである。 

 例えば、高齢者・障害者に関して、生活保護等の行政手続の代理申請等はこれまで民事法律扶助の対象外

であったが、これらが対象となるように広げていくことが重要であり、積極的に意見を述べていく必要があ

る。また、親から虐待を受けた子どもの代理人活動には民事法律扶助制度が使えない点も問題である。給付

制の導入により、行為能力に制限のある未成年者にも使える制度へと改める必要がある。 

 


